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1.研究の背景と目的 
 「近代化遺産」とは、幕末期から第二次大戦終結期までの間に、近代的手法で建造されわが国の近代化に貢献して
きた産業・交通・土木に関わる建造物をいう。文化庁の主導により1990年から開始された全国の「近代化遺産総合調
査」は、各都道府県教育委員会を事業主体として実施され、その成果は文化庁に報告される。これを受けて文化庁で
は、文化財指定等によりその保護に取り組んでいる。しかしながら、全国における近代化遺産の数的概要やその後の
動向等についての把握は行われていないのが現状である。そこで本研究では、全国における近代化遺産の数的把握、
指定および活用や消失等の現状把握を行うとともに、遺産活用の方向性についての検討を行うことを目的とする。 

5.近代化遺産の活用の方向性についての検討 

 近代化遺産の活用の方向
性について検討を行うため、
活用されている内容からその
構成要素を抽出した結果、20

事例131件を抽出することが
できた。今後、遺産の活用を
検討するに際し、このような機
能を付加させることにより活
用が可能となり、さらにいくつ
かの要素の組み合わせによ
り、活用の方向性が具体化さ
れることになる。 

6.まとめ 
（１）全国における近代化遺産の数的把握を行った結果、
現時点で32,096件あることが分かった。しかし、近代化
遺産調査が終了していない東京、神奈川、奈良、宮崎
は集計に含まれていない。調査終了後の成果を加え、
数的把握の精度を高めることが必要である。 

（２）栃木県では文化財指定率21.3％と、その保護は約2割である。半面、消失率は13.3％であり、消失してゆく遺産
も存在する。また、活用率は23.8％であり、単に存在している遺産（利用および放置）は何らかの活用を行わない限
り、消失してしまう可能性が高いと考えられる。今回の活用における構成要素の考え方の提示は、これからの遺産活
用に向けた一つの方法論であり、遺産保護への対策として効果があるものと思われ、今後、さらに検討していきたい。 

2.全国の近代化遺産の数的把握 
 全国における近代化遺産の数的把握を行うため、  
各都道府県の「近代化遺産総合調査報告書」を基に、
『近代化遺産分類別集計表』を作成した。集計の結果、
現時点における全国の近代化遺産は32,096件である 
ことが確認された。 

4.栃木県の近代化遺産の調査と分析 
 栃木県では、2001～2002年に調査が行われ、
2003年に「栃木県の近代化遺産－栃木県近代化
遺産（建造物等）総合調査報告書」が上梓された。
現時点における遺産の動向把握を目的として、県内
24市町にアンケート調査および現地調査を実施し
た。その結果、文化財の指定・登録件数は94件・
21.3％が法的に保護されていることがわかった。 

また、消失した遺産は59件・13.3％であり、現存し
ている遺産は383件である。その内、『①建造当初
の用途で現役稼働中』の遺産は184件48.0%と約
半数近くを占めている。また、活用に該当する②・③
の合計は91件23.8％である。これに対し、倉庫など、
その存在により単に利用されているだけの件数は
14件3.7％、放置されたままになっている件数は94

件24.5％であった。 

3.近代化遺産の保護の現状 
 全国における国指定重要文化財と登録有形文化財
の指定状況を調べた。その結果、国指定重要文化財
のうち近代の遺産は278件、また、登録有形文化財
（建造物）は6,757件である。この件数について「建築
物」、「土木構造物」、「その他」に分類し割合を求めた。 


